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製造業における労働安全衛生規則の内容
（労働災害防止、化学物質）

及び働き方改革に関する説明会

令和 ６年 ７月１０日
福岡中央労働基準監督署
安全衛生課 弥吉 栄輝

1

１ 労働災害防止
２ 新たな化学物質規制
３ 働き方改革
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休業４日以上の労働災害（令和５年：福岡労働局管内）
全業種 ６，００４件
製造業 １，０１３件（１７％）

業 種 死傷者数(人) 死亡者数(人)

全業種 ６，００４ ３３

製造業 １，０１３
（１７％）

９
（２７％）

食料品製造業 ３８３ ０

金属製品製造業 １３６ ３

機械器具製造業 １４２ １

●労働災害発生状況
１ 労働災害防止

3

年別労働災害発生状況（福岡労働局管内）

4

事故の型別 起因物別

福岡労働局管内の労働災害発生状況
製造業（令和５年）︓１０１３件

5

年齢別 経験年数別

福岡労働局管内の労働災害発生状況
製造業（令和５年）︓１０１３件

・経験年数１年以下での労働災害が３１％を占めている。
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2

不安全・不衛生な状態 不安全・不衛生な行動

（1）機械・設備等物自体の欠陥
（2）安全設備等の欠陥
（3）作業場所、物の置き方等の欠陥
（4）保護具・服装等の欠陥
（5）作業環境の欠陥
（6）自然環境、外的要因による欠陥
（7）作業方法の欠陥

（9） 安全装置等を取り外す
（10）安全措置等の不履行
（11）不安全・不衛生な状態を放置
（12）危険または有害な状態を作る
（13）機械等の指定外の使用
（14）運転中の機械等の掃除､修理等
（15）保護具・服装の欠陥
（16）その他の危険有害場所への接近
（17）その他の不安全・不衛生な行動
（18）運転の失敗
（19）誤った動作 7

不安全行動を無くすには
・安全教育の徹底︓

・新入社員教育・作業教育・管理監督者教育・安全衛生委員教育・
・教育方法︓実際の事例（絵・写真・ビデオ）を使用し具体的に分か

りやすい形で行う。
・特に安全教育で必要なことは、絶対にやってはならない「危険な行

動・動作」の教育（説明）である。
・安全朝礼︓

・全社朝礼・職場朝礼・作業現場での合同朝礼・他
・安全夕礼︓

・職場・現場にて適時（必要に応じて）実施
・危険表示︓

・機械や通路などいろいろ教育・指導しても、作業時や通行時は忘れ
がち。適切な表示をして注意を促すこと。

・ヒューマンエラーの防止︓
・人的な要因によるミスを防止するため「作業環境・健康」の改善・

管 理を実施
・作業環境管理︓

作業場の『温度・照明・騒音など」の人的影響要因の改善・管理
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●安全衛生管理体制
◎労働者数５０名以上

・安全管理者
・衛生管理者
・産業医

◎労働者数１０名以上５０名未満
・安全衛生推進者

◎安全衛生推進者の職務は、具体的には、次のようなものであること。
① 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び

使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
② 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの

結果に基づく必要な措置に関すること。
③ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
④ 安全衛生教育に関すること。
⑤ 異常な事態における応急措置に関すること。
⑥ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑦ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
⑧ 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
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(委員会の会議)
第二十三条

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)
を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲
げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
② 書面を労働者に交付すること。
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作

業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年
間保存しなければならない。

(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二

委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、
関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
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●労働災害防止対策
① 挟まれ、巻き込まれ

② 転倒

③ 墜落・転落災害

④ フォークリフト

⑤ 安全衛生教育
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① 挟まれ巻き込まれ災害

◎ 掃除中
（機械を稼働させながら）
◎ トラブルの対応
（物が詰まった。）

(掃除等の場合の運転停止等)
労働安全衛生規則 第１０７条

事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作
業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械
の運転を停止しなければならない。
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労働災害の発生要因は、
「機械的要因」、
「人的要因」、
「作業的要因」、
「管理的要因」、
が重なりあって発生します。災害防止と
しては、その要因をなくしていくことが
重要で特に
「機械的要因」を減らすことによ
り、機械設備の安全性が確保され、災害
防止の大きな前進となります 13 14

設備（機械）の対策と人の対策を徹底しましょう︕

機械のリスク低減３原則
（機械安全の基本的な考え方）

☆本質安全の原則
・危険源を除去する。
・人に危害を与えない程度にする

☆隔離の原則
・人と機械の危険源が接近・接触できないようにする

☆停止の原則
・一般的に機械は、止まっていなければ安全でない

ガードと保護装置の例

保護装置
「光線式安全装置」

ガード
「柵」
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保護構造物の例
焼き菓子焼成機の焼板（200℃）

固定ガード追加
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参考情報︓桟の隙間から手足が入る
（安全距離）

ＪＩＳ
Ｂ９７１８

隙間が 4＜ｅ≦ 6  のとき、Ｓｒ=  10

隙間が10＜ｅ≦  12  のとき、Ｓｒ=100

隙間が40＜ｅ≦120  のとき、Ｓｒ=850

隙間が180＜ｅ≦240 のとき、許容不可能

隙間が 95＜ｅ≦180 のとき、Ｓｒ=1,100

開口寸法︓ｅ ㎜
安全距離︓Ｓｒ ㎜

Ｓｒ
ｅ

Ｓｒ
ｅ

Ｓｒ

ｅ

17

芋類を粉砕する機械

中の回転羽根に接触しないよう、格子状のガードが付いている

芋が通り抜けられるサイズとしたため、入れようと思えば手も入る
18
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製品の通過等のための開口部
開口部は最小限の大きさとする
開口部を通って身体の一部が最大動作領域に達

するおそれがあるときは、トンネルガード等の構
造物を設ける
トンネルガード

パッケージを熱シールし、カッターで切り離す機構部に届かないように。
袋のサイズが大きいので開口部は腕が入る。したがってトンネルが長い。

切断の危険源

熱的危険源

19 20

麺の裁断機械で、麺が詰まったので機械を稼動した
まま取り除こうとして、指を切断したもの

手を入れた箇所
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② 転倒災害

過去の分析では、女性労働者が７６％、高齢者が７
２％と多く発生。休業1か月以上が６５％を占め、転
倒災害であっても、大腿骨の骨折などにより、重い後
遺障害が残る場合もあり、軽視できません。

年齢別 休業日数別性別
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② ４Ｓの徹底による転倒災害等の防止
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5

転倒災害発生状況（全国）

25

転倒時の類型

26

第14次労働災害防止計画
重点事項

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

転倒予防対策

転倒災害の特徴及び取り組んでもらいたいこと。
・加齢による骨密度の低下が顕著な高年齢労働者（６０歳以上）で４９％を
占めており、極めて高い発生率となっているため、個々の労働者の転倒や怪
我のしやすさへの対応（転倒等リスクチェックの実施と結果を踏まえた運動
プログラムの導入等、骨粗しょう症検診の受診勧奨等のソフト対策）が必要。
・転倒災害の多くは、つまづき（３７．８％）、滑り（３１．８％）であり、
環境づくり（段差の解消・見える化、通路や作業場所の床の水等の拭き取り、
整理整頓の徹底等のハード対策）が必要。
・第三次産業（特に小売業、社会福祉施設、飲食店）において、注意喚起を
しておくことで防げた災害も多いことから、パート・アルバイトの労働者も
含めて安全衛生教育を着実に実施することが必要。
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アウトプット指標（令和９年まで）
転倒防止（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場を
50％以上
正社員以外への安全衛生教育の実施率を80％以上
（卸売業・小売業／医療・福祉）

アウトカム指標（令和９年まで）
転倒の死傷年千人率を令和４年と比較して男女とも増加に歯止め
転倒による平均休業見込日数を40日以下

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期
待される事項をアウトカム指標として定め、本計画に
定める実施事項の効果検証を行うための指標として取
り扱う。 28

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策
何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（27％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入

作業場・通路に放置された物につまずいて転倒（16％）
バックヤード等も含めた整理、整頓（物を置く場所の指定）の徹底

通路等の凹凸につまずいて転倒（10％）
敷地内（特に従業員用通路）の凹凸、陥没穴等（ごくわずかなものでも
危険）を確認し、解消

作業場や通路以外の障害物（車止め等）につまずいて転倒（８％）
適切な通路の設定
敷地内駐車場の車止めの「見える化」

作業場や通路の設備、什器、家具に足を引っかけて転倒（８％）
設備、什器等の角の「見える化」

作業場や通路のコードなどにつまずいて転倒（7％）
※引き回した労働者が自らつまずくケースも多い

29 30
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「滑り」による転倒災害の原因と対策
凍結した通路等で滑って転倒（25％）
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マット等を設置す
る

作業場や通路にこぼれていた水、洗剤、油等により滑って転倒（19％）
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。

水場（食品加工場等）で滑って転倒（16％）
滑りにくい履き物の使用（労働安全衛生規則第558条）
防滑床材・防滑グレーチング等の導入、摩耗している場合は再施工

雨で濡れた通路等で滑って転倒（15％）
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
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○ 床材が損耗した箇所は、凹凸に
よって水たまりが出来、滑りやす
くなるので、補修する。

○ 床材を、濡れても滑りにくい材
質に更新する。また損耗しづらい
よう丈夫な材質にする。

○ 掃除の際の水が他の区画まで流
れていかないよう、排水溝を増設
する。

○ 前方で床洗浄をし、後方で水を
切るタイプの掃除機を導入する。

○ 余分な水の出にくい、スチーム
クリーナー等を導入する。

床面の施工等による対策

掃除機の選定等による対策
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○ 滑りにくい靴や長靴を備え、作業者に
使用させる。

○ 清掃後は、ワイパーやスポンジブラシ
を用いて、余分な水を排水溝に流し込む。

○ 清掃のために取り外した機械類のカ
バー、部品、排水溝のフタ等は、通行の
妨げになるので、速やかに復旧する。

○ 清掃中の区域は転倒災害の危険性が高
まるので、他の部門の作業者が横切らな
いよう、立入禁止表示を行う。

作業方法等による対策

整理整頓と物の置き場所等
○ 通路が十分に確保されていないことが

転倒災害発生の大きな要因となっている
と思われます。

○ 番重（コンテナ）や製品の箱類は、置
き場所を定め、通行や見通しに支障のな
いようにする。

○ 積み上げ高さの上限を定め、崩壊・倒
壊のおそれのないようにする。 33

特に転倒原因になりやすい物
○ 台車類は、足をかけた際に転倒の原因と

なりやすいので、置き場所を定めて通行の
妨げとならないようにする。

○ 機械類の電気コードは、つまずきの原因
となりやすいので、固定または、通行の妨
げとならない配線をする。特に可動式の機
械類の電気コードの配線に留意する。

○ コンベア類をまたぐための渡り階段につ
いては、荷物の運搬も考慮の上、通行に十
分な横幅と通行しやすい傾斜角度を確保す
る。

また、手すりの設置等、墜落・転落の防止
措置を講ずる。

34

転倒災害防止

35

3ヶ所の内、2ヶ所以上が磨
り減ってきたら、必ず交換
すること︕

作業靴

月 1 回点検し、スリップサインが出たら交換する。

36
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職場巡視

37

ヒヤリハット事例の収集・周知

38

一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください
特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう
現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の
起こりやすい箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

転びの予防
体力チェック

ロコチェック 内閣府ウェブサイト

39

災害状況
○荷や物の上での作業中の転落
・運搬等のため荷に上り、作業中転落
○脚立・踏み台・はしごを使用中の災害
・棚へ物入れ作業中踏み台から転落
・はしごを上っている途中墜落

③ 墜落・転落災害

40

墜落・転落労働災害防止対策

荷や物の上での作業中転落
・昇降設備を設けること。
・作業に合った固定足場を設置すること。

脚立・踏み台・はしごを使用中の災害
・はしごや踏み台は滑り防止等の転倒防止

対策を行うこと
・脚立・踏み台は、適切な高さと適切な踏み面

のあるものを使用すること
・はしごは、手に物を持っての昇降を禁止すること。
・２階開口部は、手すり等を設置すること

41 42

④ フォークリフト
休業４日以上の労働災害（令和５年：福岡労働局管内）
フォークリフトが起因する労働災害
全業種 ９１件
製造業 ２１件（２３％）

事故の型別 経験年数別
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43

１ 作業計画の作成（安衛則第151条の3）
フォークリフトを用いた作業では次のことが必要です。

① 作業に係る場所の広さ及び地形、フォークリフトの種類
及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め
ること。

② 作業計画は、フォークリフトの運行経路及びフォークリ
フトによる作業の方法が示されたものであること。

③ 定めた作業計画により作業を行うこと。
④ 定めた作業計画の内容を関係労働者に周知すること。

44

45

２ 作業指揮者の配置（安衛則第151条の4）
① 複数の労働者で荷役作業を行う場合は、作業指揮者を配

置してください。
② 作業指揮者には、作業計画に基づき作業の指揮を行わせ

なければなりません。
③ 作業指揮者に特に資格は必要ありませんが、フォークリ

フトに関する知識、作業についての知識、経験、職制上の
地位等を検討し、適切に作業指揮を行える者を選任してく
ださい。

３ 荷役作業場の制限速度の順守（安衛則第151条の5）
① 荷役作業場の制限速度を守ること。

46

４ 定期自主検査等の実施
（安衛則第151条の21、安衛則第151条の22、安衛則第151条の25）

フォークリフトについては、損傷や故障などから生ずる災害
を防止するため、定期自主検査、作業開始前点検を実施する必
要があります。

① 定期自主検査は、１月以内ごとに行う月次検査と１年以
内ごとに行う年次検査があり、年次検査については、「特
定自主検査」として、登録検査業者、または、一定の資格
を有する自社の労働者が行うこととなっています。

② 特定自主検査を行ったときは、フォークリフトの見やす
い箇所に、検査標章を貼り付けなければなりません。

47

５ フォークリフトとの接触防止
（安衛則第151条の7、安衛則第151条の8、安衛則第151条の9）

① 運転中のフォークリフト又はその荷と接触することによ
り労働者に危険が生じるおそれのある箇所に、原則、労働
者の立ち入りを禁止する必要があります。また、フォーク
リフトや荷と接触防止のため、運行経路と歩道の分離、立
ち入り禁止区域の設定、標識の設置などの措置を講じてく
ださい。

② 労働者をフォークリフトの作業場所に立ち入らせる必要
がある場合には、誘導者を配置してください。なお、誘導
者を置くときには、一定の合図を定め、運転者は合図に
従って運転する必要があります。

48

６ 用途外使用の禁止
（安衛則第151条の13、安衛則第151条の14）

① フォークリフトを用いて作業を行うときは、乗車席以外
の箇所に労働者を乗せることはできません。

② フォークリフトを荷のつり上げや労働者の昇降等フォー
クリフトの主たる用途以外の用途に使用することはできま
せん。
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49

⑤ 安全衛生教育

50

51

① 職場にはさまざまな危険があることを理解させる。

② 「かもしれない」で危険の意識をもたせる。

③ 災害防止の基本を教える（その１）
さまざまなルールや活動があることを理解させる。
・正しい作業服装の着用
・作業手順
・４S・５Ｓ
・ヒヤリ・ハット活動
・危険予知訓練（ＫＹＴ）
・危険の見える化

安全衛生教育の流れ

52

④ 災害防止の基本を教える（その２）
安全な作業の基本を理解させる。
・「転倒」災害防止のポイント
・「腰痛症」災害防止のポイント
・「墜落・転落」災害防止のポイント

⑤ 災害防止の基本を教える（その３）
もし異常事態や労働災害が発生したときの対応
を理解させる。
・異常事態発生時の対応
・労働災害発生時の対応 53

●リスクアセスメント
リスクアセスメントが努力義務化されました

平成１８年４月１日施行の労働安全衛生法改正により、
「リスクアセスメント」等の実施が努力義務化されました。
労働安全衛生法第２８条の２

事業者は、職場における労働災害発生の芽（リスク）を
事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因
する危険性、有害性等の調査「リスクアセスメント」を行
い、その結果に基づき必要な措置を実施するよう努めなけ
ればならない。

今度の安全衛生管理には、発生し得る災害を予測して、
あらかじめ手を打っておく「未然防止」が求められていま
す。「リスクアセスメント」は、この「未然防止」を適切
に行うための手段です。

54
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職場のみんなが参加して、職場にある危
険の芽（リスク）とそれに対する対策の
実情を知って、災害に至る危険性を取り
除き、労働災害が発生しないような快適
な職場にすること。

重要なことは、「ある危険源（ハザー
ド）が重大なのかどうか、その危険源
（ハザード）に対して、リスクが小さく
なるように十分な対策を取ったかを決定
すること。」

リスクアセスメントの目的

55

リスクアセスメントの効果
① 職場のリスクが明確になります。
② 職場のリスクに対する認識を管理者

を含め、職場全体で共有できます。
③ 安全対策について、合理的な方法で

優先順位を決めることができます。
④ 残されたリスクについて「守るべき

決め事」の理由が明確になります。
⑤ 職場全員が参加することにより「危

険」に対する感受性が高まります。
56

リスクアセスメントの実施手順

57

１ 作業工程の調査
リスクアセスメントの対象とする作業工程を決める。

日常作業 非定常作業 異常時の作業
ごとに実体を詳細に調査分析します。

２ 危険源のリストアップ
以下の観点から危険源を特定することが一般的です。
１ 墜落、転落 ２ 挟まれ、巻き込まれ
３ 転倒 ４ 飛来、落下
５ 激突 ６ 切れ、こすれ
７ 感電 ８ その他（高温物等と接触）

58

ヒヤリハット事例の収集・周知

59

マトリクスを用いた方法

３ リスクのレベルの見積・評価

60
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数値化の方法

61

４ 対策案の検討と対策後の
リスクの想定

１ 法令で定められた事項の実施（労働安全衛生法）
２ 設計や計画の段階における措置の実行

・危険な作業の廃止、より安全な施工方法への変更
３ 工学的対策

・囲い、安全装置、設備の改善
４ 管理的対策

・マニュアルの整備、教育訓練、表示、立ち入り禁止措置
５ 個人用保護具の使用等

・マスク、保護メガネ、ヘルメット

対策案の検討
対策案には次に述べる優先順で実施する

62

リスク低減措置の具体例

63

危険性又は有害性の除去又は低減

64

工学的対策

65

防護囲い

機械の危険な可動部を完全に囲うこと
で、人体が危険な可動部に接近するこ
とを防止する固定ガード。

66
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防護柵

機械の危険の可動部を完全に囲うことはな
いが、危険な可動部からの距離を確保する
ことによって、人体が危険な可動部に接近
することを防止する固定ガード。

67

トンネルガード

ガードの開口部から手を入れても、ガードが十分な長
さを持っているために、手指等が機械の危険な可動部
に到達しない構造の固定式ガード。製品の搬入・搬出
部や、手工具の出入口等に適用可能である。

トンネルの底部にベルトコンベアを設け、上部を金網
にして見やすくする。

68

光線式安全装置

69

マットスイッチ

マットに人体や物体が乗ると、マット内に埋め込んだ
ファイバー内を通過する光が減退する。この変化を利
用して、人体や物体の存在を見地する方式の安全装置70

回転ゼロ確認用センサ

機械の可動部の回転が完全に停止したことを確認して
停止確認信号を出力するセンサ。センサに故障が生じ
ても、停止確認信号を誤生成しない。電磁ロック式可
動ガードと併用する。 71

！

管理的対策

72
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個人用保護具の使用

73

５ 対策の実施と対策後の
リスクアセスメント

対策を実施後に、再度リスクアセスメン
トを実施し、検証してください

74

75 76

77

まとめ︓労働災害を発生させないために︕
〇 職場の危険・有害要因を把握して下さい。

⇨「安全衛生アンケート」や「職場巡視」で把
握して下さい︕

〇 把握した危険・有害要因について、リスクアセス
メントを実施し、関係労働者に周知して下さい。

〇 機械設備の安全装置等を確認して下さい。
〇 掃除、トラブル時は、原則、機械を停止するよう

関係労働者に周知して下さい。
〇 機械設備のトラブル時等の対応について、定期的

に教育を実施して下さい。
〇 経験年数１年以下の労働災害が多いことから雇入

れ時、３ヶ月後、６ヶ月後に安全教育を実施して下
さい。

78
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79

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会
現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に

上るが、その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくない。こ
うした中で、化学物質による労働災害（がんなどの遅発性疾病は除
く。）は年間450件程度で推移し、法令による規制の対象となって
いない物質を原因とするものは約８割を占める状況にある。また、
オルト－トルイジンによる膀胱がん事案、ＭＯＣＡによる膀胱がん
事案、有機粉じんによる肺疾患の発生など、化学物質等による重大
な職業性疾病も後を絶たない状況にある。

こうしたことから、化学物質による労働災害を防ぐため、学識経
験者、労使関係者による検討会を開催し、今後の職場における化学
物質等の管理のあり方について検討することとした。
開催期間︓検討会

・令和元年９月２日～令和３年７月14日まで15回
ワーキンググループ
・令和２年10月20日～令和３年４月26日まで５回

２労働安全衛生規則（化学物質）の改正内容

80

１ 労働災害の発生状況
○ 化学物質による休業４日以上の労働災害のうち、特定化学物質障害予防規

則等の規制対象外の物質による労働災害が約８割。
○ 特定化学物質障害予防規則等に追加されるとその物質の使用をやめ、危険

性・有害性を十分に確認、評価せずに規制対象外の物質に変更し、その結果、
十分な対策が取られずに労働災害が発生。

職場における化学物質管理を巡る現状

件数
（平成30年）

障害内容別の件数(重複あり)
中毒等 眼障害 皮膚障害

特別規則対象物質 77 (18.5％) 38
(42.2％)

18
(20.0％)

34
(37.8％)

特別規則以外のＳＤＳ交付
義務対象物質 114 (27.4％) 15

(11.5％)
40

(30.8％)
75

(57.7％)

ＳＤＳ交付義務対象外物質 63 (15.1％) 5
(7.5％)

27
(40.3％)

35
(52.2％)

物質名が特定できていない
もの 162 (38.9％) 10

(5.8％)
46

(26.7％)
116

(67.4％)

合計 416  68
(14.8％)

131
(28.5％)

260
(56.6％)

81

１ 事業場における化学物質の管理体制の強化
２ 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
３ リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
４ 衛生委員会の付議事項の追加
５ 事業場におけるがんの発生の把握の強化
６ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制

の適用除外
７ 作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置

の強化
８ 作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている

場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び化学物質等の危
険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部
を改正する件については、令和４年５月31日に公布され、公
布日から施行。一部については、令和５年４月１日又は令和６
年４月１日から施行。

改正省令の概要

82

現在の化学物質規制の仕組み
（特化則等による個別具体的規制を中心とする規制）

・国によるリスク評価で有害性の高い物質に対し、法令で具体的な措置義務
を規定
・化学物質による休業４日以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務の
かかる123物質以外の物質により発生 83

ＳＤＳ（Ｓａｆｅｔｙ Ｄａｔａ Ｓｈｅｅｔ︓安全データシート）

・ SDSとは、化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有
害性等に関する情報を記載した文書のことです。

・ 事業者間で化学品を取引する時までに提供し、化学品の危険有害性や適
切な取り扱い方法に関する情報等を、供給者側から受け取り側の事業者に
伝達するためのものです。

・ SDSは、これらの化学品を使用して作業をする労働者等にとって、取り
扱い時等において、非常に有益な情報伝達ツールとなります。

・ GHSにおいては、次の16項目の情報を、この順番どおりに記載するこ
とになっています。

84
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ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します

85 86

Ｑ１
追加された、または追加予定の物質やCAS番号はどこで確認できるか︖

Ａ１
ラベル表示・SDS交付の義務対象物質（表示・通知対象物質）に追加となる物質

については、「厚生労働省」または「（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研
究所」のホームページにおいて、CAS登録番号を併記した物質リストを公開してい
ます。

87 88

ホルムアルデヒド

89

１ 事業場における化学物質の管理体制の強化

90
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化学物質管理者の選任（安衛則第12条の５関係）
第１２条の５第１項

事業者は、法第５７条の３第１項の危険性又は有害性等の調査をし
なければならない令第１８条各号に掲げる物及び法第５７条の２第１
項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学
物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物
質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。
① 法第５７条第１項の規定による表示、同条第２項の規定による文書及び法第５７

条の２第１項の規定による通知に関すること。
② リスクアセスメントの実施に関すること。
③ 第５７７条の２第１項及び第２項の措置その他法第５７条の３第２項の措置の内

容及びその実施に関すること。
④ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関する

こと。
⑤ 第３４条の２の８第１項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作

成及び保存並びにその周知に関すること。
⑥ 第５７７条の２第１１項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関す

ること。
⑦ 第１号から第４号までの事項の管理を実施するに当たっての労働者に対する必要

な教育に関すること。 91

(ばく露の程度の低減等)
第５７７条の２

第１項
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、

リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物
の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、
作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずるこ
とにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にし
なければならない。

第５７７条の２
第１１項

事業者は、次に掲げる事項について、１年を超えない期間ごとに１回、定期に、
記録を作成し、当該記録を３年間保存するとともに、第１号及び第４号の事項につ
いて、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に
周知させなければならない。

① 第１項、第２項及び第８項の規定により講じた措置の状況
② リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の

リスクアセスメント対象物のばく露の状況
③ 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん

原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講
じた応急の措置の概要

④ 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 92

化学物質管理者の選任（安衛則第12条の５関係）
第１２条の５第３項

化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければな
らない。
① 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から１４日以内に選任すること。
② 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場

イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると
認められる者

第１２条の５第４項
事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者

に対し、第１項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければなら
ない。
第１２条の５第５項

事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者
の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に
周知させなければならない。 93

衛生管理者の職務は、事業場の衛生全般に関する技術的事項を管理するこ
とであり、また有機溶剤作業主任者といった作業主任者の職務は、個別の化
学物質に関わる作業に従事する労働者の指揮等を行うことであり、それぞれ
選任の趣旨が異なるが、化学物質管理者が、化学物質管理者の職務の遂行に
影響のない範囲で、これらの他の法令等に基づく職務等と兼務することは差
し支えないこと。

化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付け
たこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請
負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ
るが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求め
る趣旨ではないこと。

化学物質管理者の選任に当たっては、当該管理者が実施すべき業務をなし
得る権限を付与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有
する役職に就いている者を選任すること。

化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限
が付与される必要があるため、事業場内の労働者から選任されるべきである
こと。

94

本規定の「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には、例
えば、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業工程が密閉化、自動化等さ
れていることにより、労働者が当該物にばく露するおそれがない場合であっ
ても、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業が存在する以上、含まれる
こと。ただし、一般消費者の生活の用に供される製品はリスクアセスメント
の対象から除かれているため、それらの製品のみを取り扱う事業場は含まれ
ないこと。

また、密閉された状態の製品を保管するだけで容器の開閉等を行わない場
合や、火災や震災後の復旧、事故等が生じた場合の対応等、応急対策のため
にのみ臨時的にリスクアセスメント対象物を取り扱うような場合は、「リス
クアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には含まれないこと。

「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、化学物質管理
者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラ
ネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれること。

ロの「必要な能力を有すると認められる者」とは、安衛則第12条の５第
１項各号の事項に定める業務の経験がある者が含まれること。また、適切に
業務を行うために、講習等を受講することが望ましいこと。

95

化学物質管理者の専門的講習
（リスクアセスメント対象物製造事業場以外）

96
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保護具着用管理責任者の選任（安衛則第12条の６関係）
第１２条の６

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に
基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用
管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
① 保護具の適正な選択に関すること。
② 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
③ 保護具の保守管理に関すること。

第１２条の６第２項
前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。
保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選

任すること。

① 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から１４日以内に選任する
こと。

97

保護具着用管理責任者の選任（安衛則第12条の６関係）
第１２条の６第３項

事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着
用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなけ
ればならない。

第１２条の６第４項
事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着

用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により
関係労働者に周知させなければならない。

98

本項第２号中の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」
には、次に掲げる者が含まれること。なお、次に掲げる者に該当する場合で
あっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望ましいこ
と。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上
記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。

① 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者
② ９（１）ウに定める作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 法第83条第１項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 安衛則別表第４に規定する第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管

理者免許を受けた者
⑤ 安衛則別表第１の上欄に掲げる、令第６条第18号から第20号までの

作業及び令第６条第22号の作業に応じ、同表の中欄に掲げる資格を
有する者（作業主任者）

第１８号︓有機溶剤作業主任者（特別有機溶剤）
第１９号︓鉛作業主任者
第２０号︓特定化学物質等作業主任者
第２２号︓有機溶剤作業主任者

⑥ 安衛則第12条の３第１項の都道府県労働局長の登録を受けた者が行
う講習を修了した者その他安全衛生推進者等の選任に関する基準の各
号に示す者（安全衛生推進者に係るものに限る。）

99

令和４年12月26日 基安化発1226第１号
「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」

保護具着用管理責任者教育カリキュラム

100

保護具着用管理責任者の選任に当たっては、その業務をなし得る権限を付
与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就
いている者を選任することが望ましいこと。

なお、選任に当たっては、事業場ごとに選任することが求められるが、大
規模な事業場の場合、保護具着用管理責任者の職務が適切に実施できるよう、
複数人を選任することも差し支えないこと。

また、職務の実施に支障がない範囲内で、作業主任者が保護具着用管理責
任者を兼任しても差し支えないこと。

「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、保護具着用管
理責任者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイン
トラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれること。

101

２ 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

SDSの記載項目の追加や、定期確認・更新が必要になります

化学物質を事業場内で別容器で保管する際も情報伝達が必要になります

電子メールや二次元コード等でのSDS通知が可能になります

102
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３ リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
労働者がばく露される程度を最小限度とすることや、濃度基準の遵守が義務付けられます

ばく露低減に向け適切な手段を事業者自らが選択します

103

(第５７条第１項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が
行うべき調査等)「リスクアセスメント」
労働安全衛生法 第５７条の３

第１項
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第５７条第１

項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を
調査しなければならない。

第２項
事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに

基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健
康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければな
らない。

104

＜指針による努力義務＞
・労働災害発生時（過去のリスクアセスメントに問題があるとき）
・過去のリスクアセスメント実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者

の知識経験などリスクの状況に変化があったとき
・過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき（施行日前から取

り扱っている物質を、施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合
で、過去にRAを実施したことがない、または実施結果が確認できない
場合）

(リスクアセスメントの実施時期等) 
労働安全衛生規則 第３４条の２の７

リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。
① リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、

又は変更するとき。
② リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係

る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
③ 前２号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物によ

る危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれ
があるとき。

105

CREATE-SIMPLEを用いたリスクアセスメント

106

107

第３４条の２の８
事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項に

ついて、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間
（リスクアセスメントを行った日から起算して３年以内に当該リスク
アセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、３
年間）保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を
製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければなら
ない。

第３４条の２の８第２項
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うも

のとする。

① 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場
所に常時掲示し、又は備え付けること。

② 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事す
る労働者に交付すること。

③ 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセ
スメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対
象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認
できる機器を設置すること。 108



19

第５７７条の２ (ばく露の程度の低減等) 
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業

場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障
害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気
装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼
吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リス
クアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしな
ければならない。

Ｑ１
「労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること」の最小限度
の目安は︖
Ａ１

ばく露濃度の最小限度の基準はありませんが、各事業場でリスクアセスメントを実施した結
果を踏まえて、ばく露濃度を最小限に抑えていただくことが必要となります。

なお、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIHのTLV-TWA等が設定されている物質について
は、これらの値を参考にリスクアセスメントを実施し、ばく露濃度を最小限に抑える方法など
の方法もあり、各事業場に応じた自律的な管理をお願いします。 109

第５９４条
事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有

害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染
をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に
使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は
保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

第５９４条の２
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼

に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入し
て、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下
「皮膚等障害化学物質等︓２９６物質」という。)を製造し、又は取
り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を
使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して
製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、
不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使
用させなければならない。

110

第５９４条の３
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学

物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収さ
れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが
明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基
づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業
務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に
労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又
は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

111

○ 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について
（令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日付け基 発 0 7 0 4 第 １ 号）

○ 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル

を参照して下さい。

・化学防護手袋
化学物質の透過及び／又は浸透の防止を目的として使用する手袋

・材料
化学防護手袋本体に使用される材料。

・浸透
化学防護手袋の開閉部、縫合部、多孔質材料及びその他の不完全な部

分などを通過する化学物質の流れ。
・透過

材料表面に接触した化学物質が吸収され、内部に分子レベルで拡散を
起こし、裏面から離脱する現象。

112

113 114
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令和４年５月31日に公布され、公布日から施行
(一部については、令和５年４月１日又は令和６年４月１日から施行)

115

職場の安全サイト

116

まとめ
１ 事業場で使用している化学物質が含有している製品の一覧表を作成し、

ＳＤＳ（セーフティーデータシート）があるのか確認すること。

２ ＳＤＳを確認し、労働安全衛生法第５７条の３（通知対象物）が含有し
ているか確認すること。また、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物
質」、「厚生労働大臣が定める濃度の基準以下（濃度基準値）対象物」に
該当するか確認すること。

３ 含有しているのであれば、「化学物質管理者」、「保護具着用管理責任
者」を選任すること。

４ 「化学物質管理者」は、当該製品を扱う業務に対し、リスクアセスメン
トを実施しているか確認すること。

５ リスクアセスメントを実施した際は、関係労働者に周知すること。

６ 関係労働者に対し、リスクアセスメントの結果及びＳＤＳを用いて安全
衛生教育を実施すること。（使用している製品（化学物質）の有害性や使
用する保護具の意味、応急措置、取り扱い及び保管上の措置 等）

117 118

119 120
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